
高砂市水洗便所改築費助成規程 (平成28年４月１日高砂市上下水道事業管理規程第３号)

最終改正:

改正内容:平成28年４月１日高砂市上下水道事業管理規程第３号 [平成28年４月１日]

○高砂市水洗便所改築費助成規程

平成28年４月１日高砂市上下水道事業管理規程第３号

高砂市水洗便所改築費助成規程

（目的）

第１条　この規程は、くみ取便所等を水洗便所（汚水管が下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第３号に規定する公共下水道に連結されるも

のに限る。以下同じ。）に改築する者に対し水洗便所改築費助成金（以下「助成金」という。）を交付することにより、水洗便所の適正な設置及

び普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

（助成の対象）

第２条　助成金は、下水道法第２条第８号に規定する処理区域内にある家屋の所有者又は使用者でその家屋に属するくみ取便所等を水洗便

所に改築する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者として上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が承認した者に対し交付する。

ただし、第２号の規定は、管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(１)　市税、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者

(２)　下水道法第９条第２項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から３年以内に改築工事を行う者

（助成金の額等）

第３条　助成金の額は、次の各号に掲げる改築工事の区分に応じ、当該改築工事１件につき当該各号に定める金額とする。

(１)　くみ取便所を水洗便所に改築する場合　10,000円

(２)　くみ取便所以外の便所を水洗便所に改築する場合　5,000円

２　助成金の交付は、１戸につき２件を超えることができない。

（申請及び決定）

第４条　助成金の交付を受けようとする者は、水洗便所改築費助成金交付申請書（様式第１号）を管理者に提出しなければならない。

２　管理者は、前項の規定による申請があったときは、申請の内容及び必要に応じて行う現地調査等により助成金の交付の可否を決定し、その

結果について、水洗便所改築費助成金交付・不交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。

（工事の施工）

第５条　前条第２項の規定により助成金の交付決定（以下「交付決定」という。）を受けた者が改築工事をしようとするときは、別に定める設備基

準に基づき市の下水道排水設備指定工事店に施工させなければならない。

（交付の時期）

第６条　助成金の交付の時期は、高砂市下水道条例（昭和40年高砂市条例第11号）第５条に規定する検査の完了後とする。

（承認の取消し等）

第７条　管理者は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その交付決定を取り消すことができる。

(１)　この規程に違反して交付決定を受けたとき。

(２)　改築しようとする便所の属する家屋が取り壊され、又は火災その他の災害によりその家屋が滅失したとき。

(３)　交付決定を受けた後、１箇月を経過しても、なお改築工事の着工をしないとき。

２　管理者は、助成金の交付が行われた後において、前項第１号の規定に該当することが判明したときは、助成金を直ちに返還させるものとす

る。

（補則）

第８条　この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附　則

この規程は、公布の日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）
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様式第２号（第４条関係）
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